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「
紀
伊
中
納
言
（
徳
川
頼
宣
）
書
状 

尾
張
中
納
言
（
徳
川
義
直
）
宛
」
か
ら
読
み
解
く
徳
川
一
門
の
公
儀
普
請

原 

　
史 

彦

は
じ
め
に

　

令
和
二
年
度
の
名
古
屋
城
新
規
収
蔵
品
と
し
て
図
１
「
紀
伊
中
納
言
（
徳
川
頼
宣
）

書
状 

尾
張
中
納
言
（
徳
川
義
直
）
宛
」
一
幅
（
以
下
、
「
本
史
料
」
と
略
称
す
る
。
）

の
購
入
を
行
っ
た
。
本
史
料
は
、
株
式
会
社
思
文
閣
出
版
古
書
部
発
行
の
『
思
文
閣

古
書
資
料
目
録
』
第
二
百
六
十
五
号
（
令
和
二
年
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
史
料
で
、

伝
来
経
緯
は
未
詳
で
あ
る
。

　

現
状
は
掛
幅
装
と
な
っ
て
お
り
、
本
紙
縦
三
一
・
四
糎
、
本
紙
横
四
七
・
三
糎
、
表

具
縦
一
二
七
・
〇
糎
、
表
具
横
四
九
・
七
糎
、
軸
長
五
五
・
一
糎
、
元
は
折
紙
だ
っ
た

の
を
縦
中
央
で
裁
断
し
、
掛
幅
装
に
す
る
際
に
表
裏
の
文
字
が
正
体
す
る
よ
う
に
張

り
直
さ
れ
て
い
る
。
表
面
紙
（
上
）
と
裏
面
紙
（
下
）
の
縦
は
左
右
で
異
な
る
が
、

表
面
紙
の
右
側
縦
が
一
五
・
六
糎
、
裏
面
紙
の
縦
が
一
五
・
八
糎
に
対
し
て
、
左
側
縦

が
上
下
と
も
一
五
・
七
糎
で
左
右
惣
寸
は
一
致
す
る
た
め
、
各
紙
の
左
右
寸
法
の
違

い
は
裁
断
の
際
の
ゆ
が
み
に
よ
っ
て
生
じ
た
誤
差
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
表
具
の
際
に

縦
寸
の
切
り
詰
め
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

横
寸
の
場
合
は
、
中
央
の
折
線
が
上
下
で
一
致
せ
ず
、
約
〇
・
五
糎
強
ず
れ
て
表

具
さ
れ
て
い
る
。
他
の
折
線
は
判
別
し
づ
ら
い
た
め
、
元
の
折
れ
は
復
元
で
き
な
い

が
、
中
央
の
折
れ
か
ら
の
左
右
寸
法
は
上
下
と
も
に
約
〇
・
五
糎
強
異
な
る
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
上
下
と
も
に
約
〇
・
五
糎
強
は
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

下
の
裏
面
紙
を
正
体
さ
せ
た
際
、
上
の
表
面
紙
と
の
文
字
配
列
の
均
衡
を
取
る
た
め

に
紙
の
ず
ら
し
を
行
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
折
り
込
ん
だ
際
に
外
面

と
な
る
部
分
の
形
状
か
ら
み
て
、
元
の
外
寸
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
損
な
わ
れ
て
い
な

い
印
象
は
あ
る
。

　

表
具
は
一
文
字
・
風
帯
が
白
地
葵
紋
散
唐
草
金
襴
、
中
廻
し
が
萌
葱
地
唐
花
文
緞

子
、
上
下
が
白
茶
地
平
絹
で
、
軸
は
黒
塗
撥
型
で
あ
る
。
箱
は
印
籠
造
蓋
杉
木
地
箱
で
、

蓋
表
に
墨
書
で
「
紀
州
黄
門
南
龍
公
消
息 

尾
州
黄
門
敬
公
宛
」
と
記
す
が
、
表
具
・

箱
は
江
戸
時
代
後
期
以
降
に
下
る
新
し
い
仕
立
て
で
、
付
属
品
も
無
い
た
め
、
形
状
・

付
属
品
か
ら
伝
来
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

文
書
内
容
は
、
後
述
す
る
と
お
り
、
伏
見
城
下
に
お
け
る
屋
敷
拝
領
と
小
屋
場
設

定
に
拘
わ
る
内
容
で
、
徳
川
家
康
十
男
の
紀
伊
徳
川
家
初
代
頼
宣
（
一
六
〇
一
〜

七
一
）
か
ら
、
同
じ
く
家
康
九
男
の
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
（
一
六
〇
〇
〜
五
〇
）

へ
送
ら
れ
た
礼
状
で
あ
る
。
屋
敷
拝
領
や
「
こ
や
ば
」
と
す
る
設
備
の
設
置
に
か
か

る
や
り
と
り
が
判
る
と
同
時
に
、
徳
川
一
門
家
に
よ
る
公
儀
普
請
へ
の
拘
わ
り
が
読

み
取
れ
る
情
報
を
含
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
、
以
下
に
本
史
料
の
概
略
を
紹
介
す
る
こ

と
と
併
せ
て
、
本
史
料
が
製
作
さ
れ
た
背
景
を
、
関
連
す
る
史
料
と
の
照
合
を
含
め

て
検
証
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

紀
伊
徳
川
家
初
代
頼
宣　

尾
張
徳
川
家
初
代
義
直　

紀
伊
徳
川
家
伏
見
屋
敷　

公

儀
普
請　

後
水
尾
天
皇
二
条
行
幸　

『
台
德
院
殿
御
實
紀
』　

『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』　

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』　

『
南
紀
徳
川
史
』　

「
孝
亮
宿
禰
記
」　

「
義
演
准
后
日
記
」　

「
幸
家
公
記
」　

伏
見
城
普
請　

淀
城
普
請　

二
条
城
普
請　

江
戸
城
普
請　
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一
　
本
史
料
の
記
述
内
容
と
製
作
年
代
比
定

　

本
史
料
は
本
文
十
七
行
（
表
書
九
行
・
裏
書
八
行
）
、
表
書
冒
頭
の
追
而
書
三
行

の
文
章
形
態
で
、
「
夘
月
十
六
日
」
の
発
給
だ
が
発
行
年
は
無
く
、
差
出
人
は
「
紀

伊
中
納
言
頼
宣
」
で
花
押
を
据
え
、
宛
先
は
「
尾
張
中
納
言
様 

貴
報
」
と
す
る
。

（
本
文
）

御
飛
札
忝
致
拝

見
候 

如
御
意
可
致

御
目
ミ
へ
と
存
候
所
ニ

先
い
そ
き
罷
上
り

候
故 

不
得
其
意 

拙
者

御
残
多
奉
存
候

将
又
ふ
し
ミ
こ
や
ば

さ
た
ま
り
申
満
足

仕
候 

ち
と
め
だ
ち

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

候
て
い
か
ゝ
な
る
所
と

承
候
へ
共 

先
ふ
し
ん
を

申
付
候 

こ
や
ば
ニ

付

御
見
た
て
の
所
ヲ

我
等
た
め
ニ

御
残
之

明
や
し
き
を
被
下

候
と
存
満
足
仕
候

恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　

紀
伊
中
納
言

　
　
　

夘
月
十
六
日　

頼
宣(

花
押)

尾
張
中
納
言
様　

貴
報

　

(

追
而
書)

猶
々
委
細
者

頓
而

京
と
に
て　

可
申
上
候 

以
上

（
意
訳
）

お
手
紙
、
か
た
じ
け
な
く
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
（
義
直
が
）
お
目
に
か
か

り
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
（
私
も
）
お
目
に
か
か
り
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ま
ず
急
ぎ
上
洛
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ご
意
思
に

沿
え
ず
（
会
う
こ
と
が
で
き
ず
）
心
残
り
で
す
。
さ
て
、
伏
見
の
小
屋
場
が

決
ま
っ
て
満
足
で
す
。
少
々
目
立
つ
所
で
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
良
い
の

か
と
は
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
普
請
作
業
を
命
じ
ま
し
た
。
小
屋
場
は
、
先

に
物
色
し
て
い
た
空
き
屋
敷
を
我
々
の
た
め
に
残
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を

（
上
様
は
私
に
）
下
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
満
足
で
す
。

な
お
、
細
か
な
事
は
や
が
て
（
義
直
が
上
洛
し
た
際
に
）
京
都
で
申
し
上
げ

ま
す
。
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本
史
料
は
年
未
詳
の
た
め
、
年
代
比
定
が
必
要
と
な
る
。
ま
ず
、
義
直
・
頼
宣
が

共
に
「
中
納
言
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
人
が
権
中
納
言
に
任
官
さ
れ
た
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
七
月
十
九
日
以
降
、
従
二
位
権
大
納
言
に
昇
叙
転
任
す
る
寛
永
三
年

（
一
六
二
六
）
八
月
十
九
日
の
間
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
頼
宣
が
「
紀

伊
中
納
言
」
を
名
乗
っ
て
い
る
た
め
、
頼
宣
が
紀
伊
国
和
歌
山
へ
転
封
と
な
っ
た
元

和
五
年
七
月
十
九
日
以
降
の
書
状
と
な
る
。
日
付
が
「
夘
月
十
六
日
」
、
す
な
わ
ち

四
月
十
六
日
の
た
め
、
文
書
が
製
作
さ
れ
た
時
期
と
し
て
は
元
和
六
年
か
ら
寛
永
三

年
ま
で
の
七
年
間
に
絞
ら
れ
る
。

　

次
に
内
容
か
ら
時
代
を
判
断
す
る
材
料
と
し
て
、
一
つ
は
追
而
書
に
「
頓
而

京
と

に
て
／
可
申
上
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
書
状
を
出
し
た
時
点
で
義
直
・
頼
宣
は
会
う

機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
々
京
都
で
会
う
機
会
が
あ
る
こ
と
、
「
先
い
そ
き

罷
上
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
四
月
の
時
点
で
頼
宣
が
上
方
に
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
ふ

し
み
こ
や
ば
」
す
な
わ
ち
伏
見
小
屋
場
が
ど
こ
か
の
「
明
や
し
き
」
に
定
ま
っ
た
こ

と
、
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

尾
張
徳
川
家
・
紀
伊
徳
川
家
と
も
に
慶
長
か
ら
元
和
・
寛
永
年
間
に
至
る
ま
で
の

記
録
は
少
な
く
、
尾
張
徳
川
家
は
『
源
敬
様
御
代
御
記
録１

』
、
紀
伊
徳
川
家
は
『
南

紀
徳
川
史２

』
に
総
覧
さ
れ
て
い
る
以
上
の
ま
と
ま
っ
た
情
報
を
見
出
す
の
は
難
し

い
。
た
だ
し
、
大
坂
夏
の
陣
の
後
、
義
直
・
頼
宣
が
共
に
上
洛
し
た
機
会
は
『
台
德

院
殿
御
實
紀
』
『
大
猷
院
殿
御
實
紀３

』
と
の
参
照
も
含
め
て
こ
の
四
文
献
で
抽
出
す

る
と
、
①
元
和
三
年
、
義
直
・
頼
宣
の
権
中
納
言
任
官
時
。
②
元
和
五
年
、
二
代
将

軍
秀
忠
上
洛
時
、
③
元
和
九
年
、
徳
川
家
光
将
軍
宣
下
時
、
④
寛
永
三
年
、
後
水
尾

天
皇
二
条
城
行
幸
時
、
⑤
寛
永
十
一
年
、
三
代
将
軍
家
光
上
洛
時
の
五
回
に
限
ら
れ

る
こ
と
は
判
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
内
、
先
の
年
代
比
定
時
に
合
致
す
る
の
は
、
③
元
和
九
年
か
④
寛
永
三
年
の

図１ 「紀伊中納言（徳川頼宣）書状 尾張中納言（徳川義直）宛」　縦 31.4 糎 横 47.3 糎　名古屋城総合事務所蔵
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堂
高
虎
か
ら
の
情
報
と
し
て
、
頼
宣
が
竹
田
か
ら
上
洛
し
た
こ
と
、
ま
だ
体
調
が
思

わ
し
く
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
様
に
左
大
史
・
壬
生
孝
亮
（
一
五
七
五
〜
一
六
五
二
）
の
日
記
「
孝
亮
宿

禰
記６

」
の
七
月
二
日
条
に
「
七
月
小
二
日
、
辛
卯
、
雨
下
、
忠
利
参
紀
伊
中
納
言
殿
、

〈
持
参
太
刀
折
紙
三
百
疋
、
〉
依
御
所
労
無
御
対
面
云
々
、
」
と
、
頼
宣
の
体
調
が
七

月
ま
で
思
わ
し
く
な
か
っ
た
記
事
が
あ
る
こ
と
も
及
川
亘
氏
よ
り
ご
教
示
賜
っ
た
。

こ
れ
ら
の
記
事
よ
り
頼
宣
は
七
月
ま
で
回
復
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
の

間
に
江
戸
へ
向
か
う
と
い
う
無
理
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
及
川
亘

氏
は
、
竹
田
経
由
の
行
程
で
あ
る
こ
と
は
、
和
歌
山
か
ら
大
坂
も
し
く
は
南
都
経
由

だ
っ
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
と
し
、
元
和
九
年
の
頼
宣
の
上
洛
は
、
和
歌
山
か
ら
で

あ
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
。

　

江
戸
か
ら
上
方
へ
の
移
動
行
為
が
な
け
れ
ば
、
本
史
料
冒
頭
で
の
「
御
目
ミ
へ
と

存
候
所
ニ

／
先
い
そ
き
罷
上
り
／
候
故 

不
得
其
意 

拙
者
／
御
残
多
奉
存
候
」
と
い

う
文
言
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
文
言
は
、
義
直
に
会
う
機
会
が
あ
っ
た
の
に
、
急

い
で
い
た
た
め
会
え
な
く
て
残
念
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
名
古

屋
と
和
歌
山
に
い
て
、
二
人
が
交
錯
す
る
機
会
が
無
か
っ
た
の
に
、
「
先
い
そ
き
罷

上
り
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
会
え
な
か
っ
た
と
言
い
訳
す
る
必
要
は
生
じ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
余
談
だ
が
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
の
元
和
九
年
六
月
廿
五
日
条
に
秀
忠
が

参
内
し
、
後
水
尾
天
皇
に
対
面
し
た
際
、
随
従
し
て
対
面
し
た
一
人
に
「
尾
張
大
納

言
義
直
卿
」
、
も
し
く
は
「
中
納
言
義
直
卿
」
の
名
が
見
え
る
。
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』

で
は
、
ま
ず
上
洛
す
る
秀
忠
を
六
月
三
日
に
熱
田
で
「
御
饗
應
」
し
、
つ
づ
い
て
家

光
を
七
月
七
日
に
熱
田
で
「
御
饗
應
」
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
た
め
、
六
月
二
十
五

日
時
点
で
参
内
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
こ
の
記
事
は
誤
記
と
考
え
た
が
、

み
で
あ
る
。
元
和
九
年
は
将
軍
宣
下
、
寛
永
三
年
は
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行
幸
と

い
う
尾
張
・
紀
伊
両
当
主
の
上
洛
を
必
然
と
す
る
機
会
で
あ
り
、
両
年
共
に
「
頓
而

京
と
に
て
／
可
申
上
候
」
と
義
直
も
上
洛
す
る
こ
と
を
確
定
的
に
言
え
る
状
況
で
あ

る
。
本
書
状
の
製
作
時
期
は
こ
の
二
時
期
に
絞
っ
て
良
い
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
、
元
和
九
年
で
あ
る
可
能
性
は
、
下
記
の
理
由
に
よ
り
無
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
ま
ず
、
『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
巻４

の
元
和
九
年
条
で
頼
宣
は
「
六
月
台

德
院
殿
下
ニ

從
テ
上
洛
秋
歸
國
」
と
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
頼
宣
が
京

都
に
入
っ
た
時
期
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
ど
こ
か
ら
京
都
へ
赴
い
た
の
か
は
記
さ

れ
て
お
ら
ず
、
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
で
も
八
月
六
日
に
行
わ
れ
た
参
内
以
前
の
頼

宣
の
行
動
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
巻
の
元
和
八
年

九
月
条
で
、
頼
宣
は
「
紀
府
」
で
「
御
病
氣
」
と
な
っ
た
記
事
が
あ
る
。
「
甚
シ
ク

危
篤
ニ
ヲ
ヨ
バ
ハ
セ
玉
ヒ
シ
ニ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
病
気
は
か
な
り

深
刻
な
状
態
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
「
正
月
、
公
病
愈
」
、
す
な
わ
ち
翌
年
正
月
に
回
復

し
た
と
あ
る
。
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
で
も
一
年
前
の
元
和
八
年
正
月
条
に
義
直
・

頼
宣
と
も
元
和
八
年
は
「
在
封
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
頼
宣
は
和
歌
山
滞
在
中
に
病

気
と
な
っ
て
年
を
越
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
病
後
の
療
養
経
緯
が
あ
る
た
め
、

正
月
か
ら
四
月
ま
で
の
間
に
、
江
戸
へ
一
度
出
向
い
て
か
ら
す
ぐ
に
上
方
へ
取
っ
て

返
し
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
将
軍
上
洛
時
ま
で
和
歌
山
か
ら
移
動
す
る
こ
と
は
無
か
っ

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
き
及
川
亘
氏
よ
り
、
関
白
・
九
条
幸
家
（
関
白
当
時
は
「
忠
栄
」・

一
五
八
六
〜
一
六
六
五
）
の
日
記
「
幸
家
公
記５

」
の
六
月
三
日
条
に
「
一
今
日
、

紀
国
中
納
言
殿
京
着
也
云
々
、
竹
田
也
、
但
、
い
ま
た
不
例
之
間
、
人
に
面
謁
成
間

敷
由
泉
州
物
語
也
、
内
々
御
理
也
云
々
、
」
と
、
六
月
五
日
条
に
「
今
日
紀
国
中
納

言
殿
竹
田
御
着
云
々
」
と
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
賜
っ
た
。
「
泉
州
」
す
な
わ
ち
、
藤
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及
川
亘
氏
よ
り
六
月
二
十
五
日
に
義
直
が
参
内
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
と
の
ご
指
摘

を
賜
っ
た
。

　

ま
ず
「
義
演
准
后
日
記７

」
の
五
月
二
十
八
日
条
に
「
廿
八
日
、
（
中
略
）
尾
州
中

納
言
、
昨
日
上
洛
、
蒸
笋
遣
之
、
」
・
「
廿
九
日
、
大
雨
、
従
尾
州
中
納
言
使
者
、
銀

子
五
枚
賜
之
、
昨
日
礼
云
々
、
」
と
、
五
月
二
十
七
日
に
上
洛
し
、
種
々
の
贈
答
を
行
っ

て
い
る
記
事
が
あ
る
こ
と
、「
幸
家
公
記
」
の
六
月
朔
日
条
よ
り
六
月
四
日
条
ま
で
「
尾

張
中
納
言
」
な
い
し
は
「
尾
州
中
納
言
」
名
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
、
六
月
二
十
五
日

条
の
参
内
記
事
で
も
「
尾
張
中
納
言
」
が
参
内
し
て
「
長
橋
御
房
」
で
「
休
息
」
し

た
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
す
る
。

　

「
幸
家
公
記
」
の
六
月
朔
日
条
で
は
、
「
尾
張
中
納
言
殿
」
の
「
旅
宿
」
へ
九
条
幸

家
の
他
、
太
閤
・
鷹
司
信
房
や
二
条
康
道
・
大
覚
寺
門
主
尊
性
法
親
王
・
鷹
司
教
平
・

九
条
忠
象
ら
と
盃
事
と
な
り
「
乱
酒
」
に
な
っ
た
こ
と
、
翌
六
月
二
日
条
で
は
昨
日

の
礼
と
し
て
「
尾
州
中
納
言
殿
」
へ
使
者
を
遣
わ
せ
た
こ
と
、
六
月
三
日
条
で
は
九

条
幸
家
が
「
随
門
主
」
す
な
わ
ち
、
幸
家
弟
の
随
心
院
増
孝
に
「
尾
州
中
納
言
殿
へ

の
馬
代
」
で
あ
る
「
馬
代
銀
子
壱
枚
」
を
貸
し
た
こ
と
、
六
月
四
日
条
で
は
随
心
院

増
孝
と
「
中
納
言
」
が
「
御
対
面
」
し
、
「
中
酒
時
」
に
「
中
納
言
」
が
「
手
ヲ
取
、

座
敷
罷
出
候
也
云
々
、
」
と
い
う
こ
と
を
、
随
心
院
増
孝
が
幸
家
に
報
告
し
て
い
る

こ
と
等
は
、
義
直
本
人
が
い
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
記
事
で
あ
る
。

　

『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
の
出
典
は
「
日
野
記
」「
舜
舊
記
」「
國
師
日
記
」
だ
が
、「
幸

家
公
記
」
の
記
事
を
加
味
す
れ
ば
、
六
月
上
旬
に
義
直
が
滞
京
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
く
、
六
月
三
日
時
点
で
熱
田
に
お
い
て
秀
忠
を
「
御
饗
應
」
す
る
の
は
、
無

理
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
月
二
十
五
日
に
義
直
の
み
が
参
内
し
て
い
る
こ
と

は
、
先
述
し
た
と
お
り
頼
宣
の
体
調
は
ま
だ
回
復
し
て
い
な
い
た
め
、
頼
宣
が
参
内

を
欠
礼
し
た
と
す
れ
ば
説
明
が
つ
く
。

　

し
か
し
、
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
に
は
あ
る
七
月
七
日
に
家
光
を
「
御
饗
應
」

し
て
、
翌
八
日
に
「
御
上
洛
ニ
付
、
今
日
名
古
屋　

御
發
駕
」
と
す
る
記
事
を
、
こ

れ
ま
で
義
直
が
家
光
を
「
御
饗
應
」
し
て
か
ら
「
御
上
洛
」
し
た
と
解
釈
し
て
き
た

が８

、
こ
の
「
御
上
洛
」
は
家
光
の
こ
と
で
、
義
直
自
身
は
既
に
五
月
二
十
七
日
に

は
上
洛
し
て
お
り
、
秀
忠
・
家
光
の
尾
張
国
通
過
時
に
、
義
直
は
国
許
に
い
な
か
っ

た
と
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
で
は
五
月

二
十
四
日
か
ら
五
月
晦
日
ま
で
を
「
記
事
無
之
、
」
と
す
る
た
め
、
五
月
二
十
七
日

の
上
洛
記
事
は
尾
張
徳
川
家
側
に
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
従
前
の
誤
解
を
生

じ
た
一
因
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
修
正
を
行
う
。

　

次
に
寛
永
三
年
の
場
合
の
検
討
に
移
る
。
『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
巻
の
寛
永
三
年

条
で
は
「
「
二
月
歸
國　

五
月
京
都
ニ

到
是
月　

台
德
殿
下
上
洛
」
御
書
付
」
と
す

る
も
の
の
、
編
者
の
注
釈
が
付
記
さ
れ
て
お
り
、
「
按
ニ

三
月
七
日　

將
軍
御
成
ノ

事
漢
文
譜
畧
ニ
モ
掲
ケ
前
説
ト
符
合
ス
然
ル
ニ

二
月
御
歸
國
ハ
疑
ナ
キ
能
ハ
ス
ト
雖

ト
モ
御
書
付
ノ
事
ユ
ヘ
其
儘
ヲ
載
ス
」
と
し
て
、
二
月
の
和
歌
山
帰
国
を
否
定
し
て

い
る
。
同
年
二
月
二
十
七
日
に
は
大
御
所
秀
忠
が
、
三
月
七
日
に
は
将
軍
家
光
が
江

戸
の
紀
伊
徳
川
家
竹
橋
邸
に
御
成
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
編
者
の
指
摘
通
り
、
二
月

に
帰
国
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
頼
宣
が
江
戸
か
ら
移
動
で
き
る
の
は
、
早
く
て
も

三
月
中
旬
以
降
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
の
六
月
十
一
日
条

で
頼
宣
が
「
先
達
て
上
洛
せ
ら
る
。
」
と
あ
る
の
で
、
頼
宣
が
江
戸
か
ら
上
方
に
移

動
し
た
の
は
、
三
月
中
旬
か
ら
六
月
十
一
日
の
間
で
あ
る
。
四
月
時
点
で
頼
宣
が
伏

見
に
滞
在
す
る
こ
と
は
、
時
間
的
に
み
て
充
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
時
義
直
は
前
年
の
寛
永
二
年
五
月
十
日
よ
り
名
古
屋
に
滞
在
し
て

い
る
た
め
、
江
戸
か
ら
上
方
へ
向
か
う
頼
宣
は
上
洛
途
上
の
名
古
屋
で
義
直
に
会
う

こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
会
え
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
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へ
通
ず
る
橋
と
し
て
架
橋
さ
れ
た
。
現
在
の
観
月
橋
の
前
身
に
あ
た
る
大
橋
で
あ
る
。

紀
伊
藩
の
伏
見
屋
敷
は
江
戸
時
代
後
期
に
至
る
ま
で
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
、

場
所
は
城
下
西
方
の
惣
堀
に
架
け
ら
れ
た
毛
利
橋
南
東
部
、
現
在
の
月
桂
冠
昭
和
蔵

一
帯
の
場
所
で
あ
る
た
め
、
豊
後
橋
の
地
と
は
異
な
る
。
た
だ
し
、
一
般
に
は
、
毛

利
橋
の
屋
敷
が
寛
永
二
年
に
拝
領
し
た
屋
敷
と
さ
れ
て
お
り９

、
『
南
紀
徳
川
史
』
の

「
豊
後
橋
」
は
誤
記
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
十
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
伏
見
図
に
お
い
て
、
豊
後
橋
近
辺
に
み
ら

れ
る
相
応
の
屋
敷
は
、
後
に
伏
見
奉
行
所
と
な
る
屋
敷
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
屋
敷
は
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
の
図
２
「
伏
見
町
中
絵
図１０

」
で
は
、
「
水
野
石

見
守
御
屋
敷
」
と
さ
れ
て
い
る
屋
敷
で
あ
る
。
水
野
石
見
守
と
は
、
正
保
四
年

（
一
六
四
七
）
三
月
三
日
よ
り
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
四
月
晦
日
ま
で
伏
見
奉
行

を
勤
め
た
旗
本
・
水
野
忠
貞
（
一
五
九
八
〜
一
六
七
〇
）
の
こ
と
で
、
こ
の
図
の
製

作
時
期
も
水
野
の
伏
見
奉
行
在
職
時
前
後
と
み
て
よ
い
。
伏
見
奉
行
は
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
に
旗
本
・
山
口
直
友
（
一
五
四
六
〜
一
六
二
二
）
が
伏
見
城
定
番
兼

伏
見
町
奉
行
に
な
っ
た
の
を
嚆
矢
と
す
る７

。
お
そ
ら
く
山
口
の
屋
敷
も
、
水
野
の

屋
敷
と
同
様
に
後
の
伏
見
奉
行
所
と
な
る
場
所
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

水
野
が
屋
敷
を
構
え
る
以
前
に
同
所
に
紀
伊
徳
川
家
の
屋
敷
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
寛
永
二
年
拝
領
の
「
明
や
し
き
」
は
、
家
の
格

か
ら
い
っ
て
も
毛
利
橋
南
東
部
の
元
毛
利
家
屋
敷
と
推
定
さ
れ
る
屋
敷
と
す
る
蓋
然

性
は
高
い
。

　

本
史
料
で
い
う
「
明
や
し
き
」
が
毛
利
橋
南
東
部
の
屋
敷
な
ら
ば
、
屋
敷
南
部
は

旧
伏
見
城
の
「
大
手
す
じ
」
（
「
伏
見
町
中
絵
図
」
の
表
記
に
よ
る
。
）
に
接
し
、
西

の
惣
堀
に
面
し
て
物
流
の
便
に
も
適
し
た
一
等
地
で
あ
る
た
め
、
頼
宣
が
「
ち
と
め

だ
ち
」
た
る
場
所
と
形
容
す
る
に
は
相
応
し
い
場
所
と
い
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ

な
ぜ
起
き
た
の
か
の
検
証
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
傍

証
だ
が
、
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
の
寛
永
三
年
三
月
条
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
義
直
は
三
月
三
日
よ
り
二
十
七
日
ま
で
「
御
泊
御
鹿
狩
と
し

て
、
池
田
江

被
爲　

成
、
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
つ
ま
り
、
義
直

は
三
月
に
二
十
五
日
間
も
名
古
屋
を
不
在
に
し
て
、
名
古
屋
よ
り
約
三
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
現
在
の
岐
阜
県
多
治
見
市
池
田
町
近
辺
で
鹿
狩
り
を
行
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
義
直
が
名
古
屋
不
在
の
こ
の
時
期
に
、
頼
宣
が
名
古
屋
に
到
着
し
、
義
直
の

名
古
屋
帰
城
を
待
た
ず
に
先
へ
進
ん
だ
と
し
た
ら
、
本
史
料
の
詫
び
の
文
言
は
成
り

立
つ
。
た
だ
し
、
中
山
道
を
経
由
し
て
地
理
的
に
名
古
屋
に
寄
れ
な
か
っ
た
可
能
性

も
あ
る
た
め
、
こ
の
こ
と
は
状
況
証
拠
と
し
て
付
記
す
る
に
留
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
義
直
と
頼
宣
の
行
動
で
検
討
を
行
っ
た
場
合
、
四
月
時
点
で
頼
宣
が

上
方
に
滞
在
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
寛
永
三
年
の
み
の
た
め
、
検
証
材
料
の
物

量
的
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
本
史
料
の
製
作
時
期
は
寛
永
三
年
と
比
定
す
る
。

二
　
「
ふ
し
ミ
こ
や
ば
」
の
意
味

　

本
史
料
の
主
旨
は
「
ふ
し
ミ
こ
や
ば
」
が
定
ま
り
、「
ち
と
め
だ
ち
／
候
て
い
か
ゝ

な
る
所
と
」
思
う
が
、
ま
ず
「
ふ
し
ん
を
申
付
」
け
た
こ
と
、
「
御
見
た
て
の
所
」

を
紀
伊
徳
川
家
の
た
め
に
残
し
て
く
れ
て
、
「
こ
や
ば
」
と
な
る
「
明
や
し
き
」
を

拝
領
し
た
こ
と
で
「
満
足
」
で
あ
る
、
と
す
る
頼
宣
の
謝
辞
で
あ
る
。
「
ふ
し
ミ
こ

や
ば
」
は
「
伏
見
小
屋
場
」
で
あ
り
、
何
ら
か
の
作
業
場
が
紀
伊
徳
川
家
に
与
え
ら

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

『
南
紀
徳
川
史
』
第
十
七
巻
に
は
「
寛
永
二
丑
年
月
日
不
知
」
と
し
て
、
伏
見
の
「
豊

後
橋
」
に
「
城
州
伏
見
邸
」
を
「
御
拜
領
」
し
た
記
事
が
あ
る
。
豊
後
橋
と
は
伏
見

城
下
南
端
に
あ
る
橋
で
、
宇
治
川
対
岸
の
伏
見
城
の
出
城
・
向
島
城
が
あ
っ
た
向
島
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よ
、
紀
伊
徳
川
家
の
伏
見
屋
敷
が
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
の
拝
領
な
ら
ば
、
同
三

年
に
比
定
さ
れ
る
本
史
料
の
内
容
と
も
合
致
し
、
同
三
年
四
月
頃
に
何
ら
か
の
普
請

や
作
事
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
と
も
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、
本
史
料
の
表
記
で
は

「
明
や
し
き
」
を
拝
領
し
た
の
に
、
作
業
場
を
意
味
す
る
「
こ
や
ば
」
と
い
う
文
言

を
用
い
た
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
言
葉
は
、
何
ら
か
の
作
業
を
行
う
場
所
を
意
味
し
て
お
り
、
頼
宣

自
身
も
そ
の
作
業
状
況
の
視
察
を
兼
ね
て
の
上
洛
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
「
こ

や
ば
」
を
上
洛
に
随
従
す
る
家
臣
た
ち
の
臨
時
宿
泊
施
設
の
こ
と
と
す
る

解
釈
も
成
り
立
つ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
御
見
た
て
の
所
」
の
「
こ
や
ば
」
と

表
記
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
作
業
に
都
合
の
良
い
場
所
を
見
立
て
た
と

解
釈
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

も
と
よ
り
頼
宣
の
上
洛
は
、
来
る
九
月
六
日
か
ら
予
定
さ
れ
る
後
水
尾

天
皇
の
二
条
城
行
幸
に
備
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
年
四
月
は
、

行
幸
を
見
据
え
て
拡
張
し
た
二
条
城
の
新
規
殿
舎
の
作
事
が
進
め
ら
れ
て

い
る
渦
中
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
淀
城
の
作
事
も
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
時
期
で
も
あ
る
。

伏
見
城
自
体
は
、
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
の
元
和
五
年
八
月
条
に
「
今
度

伏
見
城
を
廢
し
。
伏
見
在
番
輩
直
に
大
坂
へ
ま
か
り
勤
番
す
べ
し
と
命
ぜ

ら
れ
。
松
平
石
見
守
輝
澄
。
松
平
豐
前
守
勝
政
大
坂
に
赴
く
。
伏
見
の
城

内
吉
野
の
間
を
城
代
内
藤
紀
伊
守
正
信
に
賜
ふ
。
水
野
隼
人
正
忠
清
。
松

平
左
近
將
監
成
重
。
伏
見
大
坂
へ
轉
換
の
事
を
奉
行
せ
し
む
。
伏
見
の
地

は
山
口
駿
河
守
直
之
奉
行
た
ら
し
め
ら
る１１

。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
和
五
年

で
一
旦
廃
城
と
な
っ
て
、
殿
舎
の
一
部
解
体
も
行
わ
れ
た
上
、
当
地
の
支

配
機
能
は
大
坂
城
へ
移
さ
れ
た
。
伏
見
城
代
だ
っ
た
内
藤
信
正
（
一
五
六
八

〜
一
六
二
六
）
が
大
坂
城
代
に
転
任
し
て
い
る
た
め
、
一
応
の
廃
城
措
置
が
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
後
、
伏
見
城
の
解
体
は
順
次
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
「
伏
見
町
中
絵
図
」
に
屋

敷
の
存
在
が
確
認
で
き
る
水
野
勝
成
（
一
五
六
四
〜
一
六
五
一
）
の
『
寛
政
重
修
諸

家
譜
』
で
の
来
歴
に
は
、
「
（
元
和
）
八
年
八
月
二
十
八
日
功
な
り
、
地
名
を
福
山
と

図２　伏見町中絵図　名古屋市蓬左文庫蔵　縦 147.0 糎 横 126.7 糎　（図中文字、筆者加筆）
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度
二
条
城
へ
戻
る
も
、
八
月
二
日
に
家
光
が
上
洛
し
て
二
条
城
で
対
面
し
て
か
ら
、

自
身
は
淀
城
へ
移
っ
て
い
る
。

　

元
和
か
ら
寛
永
初
年
に
か
け
て
は
、
江
戸
城
は
も
と
よ
り
上
方
に
お
け
る
公
儀
の

城
の
普
請
・
作
事
が
頻
出
し
た
時
期
で
あ
る
。
二
条
城
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）

に
家
康
が
築
い
た
時
点
で
単
郭
だ
っ
た
構
造
を
、
寛
永
三
年
の
行
幸
に
合
わ
せ
て
西

側
へ
拡
張
し
、
囲
郭
構
造
の
二
重
濠
平
面
に
す
る
と
同
時
に
、
慶
長
年
間
に
竣
工
し

た
第
一
次
天
守
に
代
え
て
、
伏
見
城
か
ら
天
守
が
移
設
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
『
大
猷

院
殿
御
實
紀
』
の
元
和
九
年
閏
八
月
廿
日
条
に
「
松
平
越
中
守
定
綱
を
召
れ
。
伏
見

城
先
年
既
に
廢
す
べ
き
に
定
め
ら
れ
し
事
な
り
。
伏
見
を
の
ぞ
き
て
は
帝
都
を
守
護

せ
む
地
淀
に
ま
さ
れ
る
は
な
し
。
汝
今
よ
り
淀
に
城
築
く
べ
し
。
伏
見
の
殿
閣
天
守

給
は
る
べ
し
と
面
命
あ
り
て
。
所
領
三
萬
五
千
石
に
な
さ
る
。
」
と
あ
り
、
天
守
を

含
む
伏
見
城
の
殿
閣
が
、
淀
城
の
築
城
を
任
さ
れ
た
一
門
大
名
の
松
平
定
綱

（
一
五
九
二
〜
一
六
五
二
）
へ
下
げ
渡
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
も
の
の
、
宮
上
茂
隆
氏

ら
の
研
究１４

に
よ
り
、
伏
見
城
の
天
守
が
二
条
城
へ
、
二
条
城
の
第
一
次
天
守
が
淀

城
へ
移
設
さ
れ
た
と
さ
れ
、
現
在
の
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
も
こ
の
見
解
を
踏
襲
し

て
い
る１５

。

　

こ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
元
和
九
年
ま
で
残
っ
て
い
た
伏
見
城
の
建
造
物
は
、
寛

永
三
年
の
行
幸
を
見
据
え
た
二
条
城
改
築
・
淀
城
築
城
時
に
ほ
ぼ
全
て
解
体
・
移
設

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
の
寛
永
二
年
是
年
の
条
に
「
伏
見

城
殿
閣
を
淀
に
移
さ
る
ゝ
に
よ
り
。
城
番
兼
町
奉
行
山
口
勘
兵
衞
直
堅
は
。
江
戸
に

歸
り
寄
合
と
な
る
。
」
と
あ
り
、
伏
見
城
番
は
寛
永
二
年
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、

こ
の
時
点
で
伏
見
城
内
の
管
理
す
べ
き
物
件
が
消
滅
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
、
寛
永
三
年
に
秀
忠
が
淀
城
に
入
っ
た
際
の
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
六
月

条
の
後
に
続
く
記
述
に
は
、
「
此
程　

大
御
所
淀
の
城
に
至
ら
せ
給
ひ
。
城
郭
殿
閣

あ
ら
た
め
、
西
國
の
鎭
衞
と
す
。
こ
の
と
き
伏
見
城
の
御
殿
を
よ
び
三
階
櫓
、
月
見

櫓
、
大
手
門
、
銕
門
等
を
た
ま
ふ１２

。
」
と
あ
る
。
伏
見
廃
城
の
三
年
後
に
は
、
水
野

が
備
後
国
福
山
城
を
居
城
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
伏
見
城
の
建
物
が
福
山
城
へ
移
設

さ
れ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
福
山
城
移
設
記
事
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
元
和
五
年
時
点
で
完
全

な
廃
城
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
の
元
和
八
年
九
月
廿
七

日
条
に
は
「
伏
見
城
番
兼
町
奉
行
山
口
駿
河
守
直
友
入
道
應
倫
卒
す
。
そ
の
子
勘
兵

衞
直
堅
家
つ
ぎ
。
父
の
原
職
を
つ
が
し
む
。
」
と
あ
り
、
先
の
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』

元
和
五
年
八
月
条
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
伏
見
奉
行
を
勤
め
た
山
口
直
友
が
廃
城
後

も
「
伏
見
城
番
」
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
、
直
友
歿
後
も
子
の
直
堅
に
対
し
奉
行
職
に

加
え
て
城
番
職
も
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
判
る
た
め１３

、
廃
城
後
も
何
ら
か
の
管
理

す
べ
き
物
件
が
伏
見
城
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
台
德

院
殿
御
實
紀
』
の
元
和
九
年
五
月
条
で
も
「
大
納
言
殿
に
は
今
度
伏
見
城
を
も
て
御

座
と
せ
ら
る
ゝ
に
よ
り
。
城
中
殿
閣
搆
造
の
事
を
。
五
味
金
右
衞
門
豐
直
に
奉
行
せ

し
め
ら
る
。
」
、
同
年
七
月
十
三
日
条
に
「
伏
見
城
先
年
破
壊
殘
り
の
殿
閣
に
。
今
度

い
さ
ゝ
か
修
飾
し
て
御
座
と
す
。
五
味
金
右
衞
門
豐
直
奉
行
せ
り
。
」
と
あ
る
こ
と

で
も
明
白
で
あ
る
。

　

た
だ
、
伏
見
城
の
公
式
利
用
は
こ
の
時
、
す
な
わ
ち
元
和
九
年
七
月
二
十
七
日
の

家
光
将
軍
宣
下
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
が
最
後
と
な
る
。
後
水
尾
天
皇
が
二
条
城
へ

行
幸
し
た
寛
永
三
年
時
で
は
、
将
軍
で
あ
る
家
光
は
二
条
城
を
宿
所
と
し
、
大
御
所

の
秀
忠
は
、
家
光
よ
り
先
行
し
て
上
洛
し
た
の
で
一
旦
二
条
城
に
入
る
も
の
の
、
家

光
の
上
洛
に
合
わ
せ
て
自
分
の
宿
所
を
淀
城
と
し
た
。
伏
見
城
は
元
和
九
年
時
と
異

な
り
宿
所
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
上
洛
し
た
秀
忠
は
六
月
二
十
日

に
二
条
城
に
入
り
、
七
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
大
坂
へ
出
向
い
た
後
、
一



45 名古屋城調査研究センター研究紀要　第２号（2021 年）　

の
經
營
速
成
し
。
か
つ
搆
造
の
樣
悉
く
思
召
に
か
な
は
せ
給
ひ
た
り
。　

將
軍
御
入

洛
あ
ら
ば
。
此
城
を
も
て
御
座
に
定
む
べ
し
と
仰
出
さ
れ
。
松
平
越
中
守
定
綱
に
御

刀
。
帷
子
。
黄
金
を
給
ふ
。
定
綱
よ
り
も
刀
并
に
綿
を
獻
じ
奉
る
。
」
と
あ
り
、
秀

忠
が
入
城
し
た
時
点
で
淀
城
の
殿
舎
は
「
速
成
」
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
急
ご

し
ら
え
で
作
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
る
。
実
際
は
家
光
で
は
な
く
秀
忠
の
御
座
所

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
記
事
の
発
言
は
八
月
二
日
に
秀
忠
が
淀
城
に
入
城
す
る

以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
淀
城
の
作
事
完
了
の
最
終
期
限

を
六
月
二
十
日
の
秀
忠
上
洛
に
合
わ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
同
年
四
月
時
点
で
は
、
淀

城
の
作
事
は
ま
だ
進
行
中
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

元
和
十
年
（
寛
永
元
年
）
二
月
二
十
五
日
に
発
令
さ
れ
た
二
条
城
改
築
の
命
は
、

使
番
の
中
川
半
左
衛
門
忠
勝
・
野
々
村
四
郎
右
衛
門
・
榊
原
左
衛
門
佐
職
直
・
水
野

河
内
守
守
信
を
奉
行
と
し
て
、
石
垣
助
役
に
尾
張
徳
川
家
・
紀
伊
徳
川
家
の
他
、
松

平
定
勝
・
井
伊
直
孝
・
本
多
忠
政
・
松
平
忠
明
・
本
多
忠
刻
・
小
笠
原
忠
真
・
松
平

定
行
・
水
野
勝
成
・
本
多
政
朝
・
松
平
（
奥
平
）
忠
隆
・
松
平
忠
国
・
松
平
忠
良
・

松
平
康
重
・
岡
部
長
盛
・
松
平
家
信
・
松
平
成
重
・
菅
沼
定
芳
の
徳
川
一
門
・
譜
代

大
名
に
下
さ
れ
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
「
寛
永
元
年 

甲
子
五
月
吉
日
」
の
年
紀
が

あ
る
二
条
城
拡
張
普
請
時
図
面
の
図
３
「
二
条
御
城
絵
図１６

」
に
も
、「
紀
伊
中
納
言
様
」

の
「
町
（
丁
）

場
」
と
し
て
、
本
丸
戌
亥
櫓
台
・
堀
や
外
郭
北
西
部
堀
な
ど
、
「
尾
張
中
納

言
様
」
と
並
ん
で
相
当
空
間
の
普
請
箇
所
を
請
け
持
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、

徳
川
一
門
衆
と
い
え
ど
も
大
規
模
に
公
儀
普
請
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　

先
述
の
と
お
り
、
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
寛
永
三
年
四
月
時
点
で
は
、

淀
城
の
作
事
は
ま
だ
進
行
中
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
淀
城
が
当
初
は
将
軍
家

光
の
御
座
所
に
設
定
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
伏
見
に
「
こ
や
ば
」

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
紀
伊
徳
川
家
が
伏
見
城
解
体
を
含
む
淀
城
の
作
事
、
な
い

し
は
同
時
に
進
行
中
の
二
条
城
の
作
事
に
側
面
的
に
関
与
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。
伏
見
で
の
小
屋
場
設
定
を
前
提
と
す
る
何
ら
か
の
工
務
が
城
郭
普
請
・
作
事
に

関
す
る
こ
と
と
確
定
的
に
は
言
え
な
い
も
の
の
、
行
幸
が
行
わ
れ
る
五
ケ
月
も
前
、

秀
忠
が
上
洛
す
る
二
ケ
月
も
前
に
、
頼
宣
自
ら
が
途
中
で
兄
・
義
直
に
会
う
機
会
を

作
ら
ず
急
い
で
上
方
に
赴
く
理
由
と
し
て
は
、
公
か
私
事
か
は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら

の
公
儀
普
請
・
作
事
に
関
わ
る
案
件
だ
っ
た
可
能
性
は
指
摘
で
き
よ
う
。

図３　二条御城絵図　名古屋市蓬左文庫蔵　縦 110.0 糎 横 104.5 糎
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二
十
五
日
と
判
明
す
る
。

　

こ
の
時
の
石
垣
普
請
は
、
同
書
の
寛
永
元
年
六
月
晦
日
の
条
に
「
二
條　

御
城
御

普
請
ニ

付
、　

御
名
代
竹
腰
山
城
守
・
惣
奉
行
瀧
川
豐
前
守
・
渡
辺
半
藏
其
外
御
役

人
等
、
先
達
而
爲
御
差
登
之
處
、
此
節
御
普
請
出
來
ニ

付
、　

大
御
所
樣
ゟ　

御
内

書
被
進
之
、
（
以
下
略
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
月
二
十
五
日
の
発
令
日
か
ら
わ
ず
か

四
ケ
月
で
完
了
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
御
奉
書
并
諸
侯
方
書
状
寫 

共
四１７

」
に

「
二
條
御
城
御
普
請
出
来
付
御
内
書
事
／
今
度
二
條
普
請
之
儀 

入
念
依
而

被
申
付 

早
々
／
出
来
欣
入
候 

殊
炎
氣
之
時
節 

下
々
苦
労
之
／
程
察
覚
候 

謹
言
／
寛
永
元
六

月
卅
日　

御
判
／
尾
張
中
納
言
殿
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀
忠
よ
り
義
直
に
対
し
て
の

感
状
が
寛
永
元
年
六
月
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
中
に
あ
る
よ
う
に
「
早
々
」
に
完

了
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
期
間
は
あ
く
ま
で
も
現
地
で
の
石
積

み
作
業
の
み
の
期
間
で
あ
っ
て
、
用
材
確
保
は
そ
れ
以
前
か
ら
動
く
必
要
が
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
実
際
に
は
発
令
の
七
ケ
月
以
上
前
か
ら
の
行
動
が
確
認
で

き
る
。

　

な
お
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
七
月
に
竣
工
し
た
江
戸
城
惣
構
の
石
垣
普
請
に

つ
い
て
は
、
事
前
の
発
令
時
期
が
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
『
大

猷
院
殿
御
實
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
普
請
は
、
総
坪
数
四
万
四
千
五
百
三
十
三

坪
二
合
八
夕
三
才
に
及
び
、
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
・
駿
河
の
徳
川
一
門
家
は
も
と
よ
り
、

仙
台
伊
達
家
・
久
保
田
佐
竹
家
・
米
沢
上
杉
家
・
盛
岡
南
部
家
な
ど
の
大
大
名
、
中

小
の
譜
代
・
外
様
大
名
が
動
員
さ
れ
る
大
規
模
な
公
儀
普
請
で
、
寛
永
五
年
十
一
月

十
八
日
に
関
係
す
る
諸
大
名
に
通
達
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
同
書
で

は
寛
永
六
年
四
月
の
条
に
「
去
年
命
ぜ
ら
れ
し
諸
大
名
。
こ
の
月
よ
り
人
夫
を
出
し
。

江
戸
城
廓
石
垣
等
を
き
づ
く
事
七
月
に
至
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
場
で
の
石
積

作
業
等
は
寛
永
六
年
四
月
に
開
始
さ
れ
て
同
年
七
月
に
完
了
し
た
と
記
さ
れ
る
。
現

四
　
徳
川
一
門
に
よ
る
公
儀
普
請

　

前
章
に
お
い
て
推
測
し
た
紀
伊
徳
川
家
に
よ
る
公
儀
普
請
・
作
事
へ
の
関
与
は
、

幕
府
の
公
式
記
録
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
単
な
る
憶
測
と
切
り
捨
て

る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
紀
伊
徳
川
家
と
同
格
で
あ
る
尾
張
徳
川
家
の
場
合
は
、
幕
府

の
公
式
記
録
に
は
記
さ
れ
な
い
夫
役
負
担
・
用
材
提
供
の
記
事
が
『
源
敬
様
御
代
御

記
録
』
に
散
見
さ
れ
る
。

　

古
く
は
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
十
月
に
三
河
国
の
吉
田
橋
修
復
の
た
め
に
木
曽

山
の
材
木
を
「
伐
出
」
す
こ
と
を
「
公
儀
」
か
ら
命
じ
ら
れ
た
記
事
で
、
翌
八
年

十
一
月
二
十
九
日
に
は
、
修
復
な
っ
た
吉
田
橋
が
こ
の
年
の
秋
に
流
失
し
た
た
め
、

改
め
て
木
曽
山
か
ら
の
「
伐
出
」
を
「
公
儀
」
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
木
曽
山
か
ら
の
用
材
確
保
の
記
事
は
、
元
和
九
年
八
月
に
も
見
ら
れ
、「
江

戸
御
作
事
御
用
材
」
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
「
仰
付
」
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
記
事
は
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

二
条
城
改
築
の
た
め
の
石
垣
普
請
の
発
令
を
、
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
で
確
認
で

き
る
の
は
元
和
十
年
二
月
だ
が
、
尾
張
徳
川
家
に
は
そ
れ
以
前
よ
り
情
報
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
で
判
明
す
る
。
同
書
の
元
和
九
年
八

月
十
七
日
の
条
に
は
「
二
條　

御
城
御
普
請
ニ

付
、
手
代
五
人
御
指
登
、
」
、
同
年
閏

八
月
五
日
に
は
「
一
、
二
條　

御
城
御
普
請
ニ

付
、
御
足
輕
三
百
拾
人
御
差
登
有
之
、
」
、

同
年
八
月
十
六
日
に
は
「
二
條
御
普
請
爲
御
用
、
御
側
同
心
頭
・
御
國
奉
行
兼
藤
田

民
部
・
原
田
右
衞
門
并
手
代
四
人
爲
御
差
登
有
之
、
」
、
同
年
九
月
十
四
日
に
は
「
二

條
御
普
請
ニ

付
、
井
上
孫
右
衛
門
・
山
本
只
助
其
外
同
心
十
貮
人
御
差
登
、
」
と
あ
り
、

正
式
発
令
の
七
ケ
月
以
上
前
か
ら
動
き
始
め
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
な
お
、
『
大
猷

院
殿
御
實
紀
』
で
は
判
ら
な
い
普
請
発
令
日
も
、
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
で
二
月
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場
で
の
作
業
は
わ
ず
か
三
ケ
月
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
準
備
に
は
五
ケ
月
を
要
し
た
こ
と

が
判
る
。

　

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
に
は
、
こ
の
時
の
事
前
準
備
で
あ
る
用
材
確
保
の
動
き

が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
な
動
き
を
た
ど
る
と
、
ま
ず
寛
永
五
年
十
一

月
十
八
日
に
、
「
来
年
」
に
「
石
垣
御
普
請
」
が
あ
る
と
の
老
中
奉
書
が
附
家
老
の

成
瀬
正
虎
・
竹
腰
正
信
に
対
し
て
下
さ
れ
、
「
於
伊
豆
石
を
割
御
差
上
被
成
候
樣
被　

仰
出
候
旨
」
が
指
示
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
尾
張
徳
川
家
で
は
、
十
一
月
二
十
二
日
に

親
類
の
「
淺
野
但
馬
守
」（
広
島
浅
野
家
三
代
長
晟
）
へ
瀧
川
忠
征
を
通
じ
て
「
石
舩
」

の
借
用
を
申
し
入
れ
た
他
、
名
古
屋
城
築
城
の
際
に
も
使
用
し
た
三
河
湾
篠
島
産
の

石
材
を
江
戸
へ
送
る
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

十
一
月
晦
日
に
は
翌
年
に
普
請
奉
行
と
な
る
星
野
又
八
を
伊
豆
へ
派
遣
す
る
こ
と

と
し
、
星
野
は
十
一
月
に
江
戸
普
請
奉
行
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
安
倍
勘
兵
衛
と
共
に
、

十
二
月
十
三
日
に
江
戸
を
出
立
し
て
同
月
十
七
日
に
伊
豆
国
岩
村
（
現
・
神
奈
川
県

真
鶴
町
岩
か
）
に
着
き
、
紀
伊
徳
川
家
・
駿
河
徳
川
家
の
役
人
と
の
立
会
の
下
で
、「
石

場
」
を
受
け
取
る
。
そ
の
間
の
十
二
月
九
日
に
付
家
老
・
成
瀬
は
、
大
坂
御
船
奉
行

の
小
濱
民
部
少
輔
に
大
坂
で
石
を
購
入
す
る
こ
と
、
船
を
借
用
す
る
こ
と
、
江
戸
へ

輸
送
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
十
二
月
三
日
に
は
江
戸
へ
派
遣
す
る
足
軽

を
差
配
す
る
者
五
名
を
選
考
し
た
他
、
年
内
に
役
人
の
他
、「
下
役
・
醫
師
等
」
を
「
伊

豆
石
場
」
へ
順
次
派
遣
し
て
い
る
。

　

年
が
改
ま
っ
た
寛
永
六
年
正
月
十
四
日
に
は
、
江
戸
に
お
け
る
石
の
荷
上
場
で
あ

る
「
石
揚
場
」
を
拝
領
し
、
そ
の
奉
行
に
舎
人
八
左
衞
門
、
添
役
と
し
て
井
上
孫
右

衛
門
を
任
命
す
る
。
ま
た
、
同
月
中
に
同
じ
く
江
戸
城
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
水
戸
徳

川
家
か
ら
、
「
こ
な
た
御
屋
敷
外
長
屋
」
の
借
用
を
依
頼
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
便
宜

を
図
る
。
三
月
二
十
五
日
に
付
家
老
・
成
瀬
は
江
戸
か
ら
の
暇
を
賜
っ
た
が
、
成
瀬

は
四
月
上
旬
に
伊
豆
へ
出
向
き
、
石
の
船
積
み
が
終
わ
る
ま
で
現
地
に
滞
在
す
る
旨

を
願
い
出
て
認
可
さ
れ
た
。
な
お
、
同
年
三
月
中
に
「
檜
物
千
本
・
板
子
二
千
・
砂

利
五
百
俵
」
が
尾
張
徳
川
家
よ
り
献
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
献
上
は
尾
張
徳
川
家

か
ら
自
発
的
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
四
月
一
日
に
大
御
所
・
秀
忠
よ
り
尾
張
徳
川
家

に
対
し
て
御
内
書
が
下
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
に
は
尾
張
藩
が
管
理
す
る
木
曽

山
に
脇
坂
安
元
・
仙
石
政
俊
・
戸
田
康
長
・
保
科
正
光
・
諏
訪
頼
水
ら
作
事
を
担
っ

た
と
思
わ
れ
る
諸
大
名
の
「
杣
人
足
」
を
入
れ
て
材
木
の
「
元
伐
」
を
認
め
る
便
宜

も
図
っ
て
い
る
。

　

江
戸
城
で
の
現
場
普
請
ま
で
、
少
な
く
と
も
事
前
作
業
と
し
て
前
記
の
よ
う
に
、

石
切
場
・
石
揚
場
・
輸
送
船
・
現
場
責
任
者
及
び
人
足
の
確
保
等
を
必
須
と
し
、
併

せ
て
同
一
作
業
に
従
事
す
る
諸
大
名
と
の
連
携
、
自
発
的
な
協
力
要
請
な
ど
、
多
岐

に
わ
た
る
下
作
業
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
江
戸
城
普
請
で
の
事
例
だ

が
、
他
の
公
儀
普
請
に
お
い
て
も
同
様
の
手
間
を
履
行
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
公
儀

側
の
記
録
に
は
残
さ
れ
な
い
種
種
雑
多
な
役
割
を
諸
大
名
側
で
遂
行
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
江
戸
城
普
請
で
は
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
材
木
献
上
を
尾

張
藩
が
行
っ
た
よ
う
に
、
徳
川
一
門
家
と
い
え
ど
も
安
穏
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
徳
川

一
門
家
ゆ
え
の
過
大
な
忠
節
を
尽
く
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
行
す

る
二
条
城
改
築
普
請
で
も
同
様
と
考
え
ら
れ
、
並
行
し
て
行
わ
れ
た
淀
城
築
城
普
請

や
伏
見
城
解
体
普
請
で
も
何
ら
か
の
自
発
的
差
配
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ

と
は
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
本
史
料
で
「
御
見
た
て
の
所
ヲ
／
我
等
た
め
ニ

御
残
之
／
明
や
し
き
を
被

下
／
候
」
と
す
る
文
言
も
徳
川
一
門
家
が
関
わ
る
公
儀
普
請
時
の
、
記
録
に
は
表
れ

な
い
具
体
的
行
為
の
一
例
で
あ
る
。
屋
敷
の
下
賜
は
名
目
的
に
は
将
軍
家
よ
り
な
さ

れ
る
が
、
義
直
が
「
我
等
た
め
」
、
す
な
わ
ち
頼
宣
の
た
め
に
残
し
て
お
い
て
く
れ
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た
空
き
屋
敷
を
都
合
つ
け
た
と
解
釈
で
き
る
文
言
で
、「
御
見
た
て
」
を
行
っ
た
の
が
、

義
直
か
頼
宣
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
頼
宣
の
希
望
す
る
立
地
が
、
紀

伊
徳
川
家
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
屋
敷
地
が
首
尾
良
く
頼
宣
の
希

望
に
添
え
る
よ
う
、
義
直
が
大
御
所
・
秀
忠
、
も
し
く
は
将
軍
家
光
に
掛
け
合
っ
た

行
為
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
城
普
請
の
石
切
場
選
定
に
お
い
て
、
『
源
敬
様
御
代
御

記
録
』
寛
永
五
年
十
二
月
十
七
日
の
条
の
「
紀
州
樣
・　

駿
河
樣
御
役
人
共
立
合
、

今
日
迠
ニ

石
場
請
取
之
、
」
、
翌
寛
永
六
年
正
月
の
条
の
「
一
、
此
月
、　

水
戸
様
御

普
請
築
方
被　

仰
付
候
付
、
こ
な
た
御
屋
敷
外
長
屋
御
借
用
有
之
、
御
貸
被
進
、
」

の
よ
う
に
、
徳
川
一
門
家
と
し
て
の
連
携
事
例
が
み
ら
れ
る
た
め
、
互
い
に
何
ら
か

の
便
宜
を
図
る
と
い
っ
た
行
為
は
、
ど
の
普
請
で
あ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
本
史
料
は
、
幕
府
側
の
記
録
に
は
表
れ
な
い
公
儀
普
請
の
実
例
が
判
る
上
で
も

興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
史
料
を
読
み
解
い
た
結
果
、
本
史
料
の
製
作
時
期
は
後
水
尾
天
皇
の
二

条
城
行
幸
が
行
わ
れ
た
寛
永
三
年
四
月
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
、
来
る
六
月
以
降
に
予

定
さ
れ
る
大
御
所
・
秀
忠
及
び
将
軍
・
家
光
の
上
洛
、
九
月
に
予
定
さ
れ
る
行
幸
に

先
だ
ち
、
紀
伊
徳
川
家
が
何
ら
か
の
作
業
を
行
う
た
め
に
、
伏
見
に
空
き
屋
敷
を
拝

領
し
て
小
屋
場
を
設
定
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
作
業
と
は
、

普
請
・
作
事
が
進
行
中
の
淀
城
か
二
条
城
、
あ
る
い
は
伏
見
城
解
体
に
関
わ
る
こ
と

で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
屋
敷
拝
領
に
は
兄
で
あ
る
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
の
口

利
き
が
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
幕
府
側
の
記
録
に
は
見
ら
れ
な
い
公
儀
普
請
時
の
実
例

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
多
分
に
状
況
証
拠
か
ら
の
推
測
だ
が
、
こ
れ
ま
で
記

録
に
は
表
れ
な
い
紀
伊
徳
川
家
の
動
き
を
知
る
上
で
有
効
な
史
料
と
考
え
る
。

　

頼
宣
が
兄
・
義
直
と
の
会
合
を
後
回
し
し
て
で
も
「
先
い
そ
き
罷
上
り
」
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
判
ら
な
い
。
当
主
自
ら
が
出
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
態
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
普
請
現
場
の
実
態
を
生
々
し
く

伝
え
て
い
る
。
普
請
現
場
で
は
不
慮
の
事
態
も
生
じ
や
す
く
、
寛
永
六
年
の
江
戸
城

石
垣
普
請
で
は
、
尾
張
藩
の
作
事
差
配
を
担
っ
た
同
心
頭
兼
国
奉
行
の
原
田
右
衛
門

に
よ
る
、
名
古
屋
城
下
の
材
木
屋
惣
兵
衛
と
の
癒
着
不
正
が
露
見
し
て
、
詮
議
の
上
、

寛
永
六
年
二
月
八
日
に
原
田
と
原
田
の
六
人
の
子
ど
も
は
切
腹
、
材
木
屋
惣
兵
衛
は

木
曽
で
磔
と
い
う
不
祥
事
が
出
来
し
た
。

　

原
田
は
関
ケ
原
合
戦
後
で
の
最
初
の
尾
張
国
主
・
松
平
忠
吉
の
家
臣
で
、
義
直

が
兄
・
忠
吉
歿
後
に
尾
張
に
入
府
し
た
際
、
執
政
と
し
て
赴
任
し
た
平
岩
親
吉
と

連
携
し
て
、
忠
吉
の
家
老
だ
っ
た
小
笠
原
吉
次
ら
重
臣
層
を
失
脚
さ
せ
た
人
物
で

あ
る１８

。
行
政
的
手
腕
を
買
わ
れ
、
以
後
、
国
奉
行
と
し
て
尾
張
藩
草
創
期
を
支
え

た
が
、
慢
心
が
あ
っ
た
の
か
、
己
の
不
祥
事
で
自
滅
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
不
正
事
件
は
、
義
直
自
筆
の
書
状
で
幕
府
へ
報
告
さ
れ
た
よ
う
で
、
寛
永
六

年
正
月
十
五
日
付
の
書
状
で
土
井
利
勝
が
付
家
老
・
竹
腰
正
信
に
対
し
て
、
原
田
の

処
分
は
義
直
の
「
御
心
次
第
」
と
の
家
光
の
言
葉
を
取
り
次
い
で
い
る１９

。
原
田
を

処
断
し
た
直
後
の
三
月
に
尾
張
藩
は
「
檜
物
千
本
・
板
子
二
千
・
砂
利
五
百
俵
」
を

幕
府
に
申
し
出
て
お
り
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
公
儀
普
請
で
の
不
始

末
の
け
じ
め
を
、
部
材
献
上
と
い
う
形
で
取
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

こ
れ
を
紀
伊
徳
川
家
の
場
合
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
国
家
的
な
大

事
業
で
は
利
権
が
動
き
想
定
外
の
事
態
も
起
こ
り
や
す
い
の
は
現
代
で
も
同
様
で
あ

る
。
寛
永
三
年
六
月
以
前
の
頼
宣
の
動
き
が
公
儀
側
の
記
録
に
見
え
な
い
た
め
、「
先

い
そ
き
罷
上
り
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
何
で
あ
っ
た
の
か
判
ら
な
い
。
あ
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『
南
紀
徳
川
史
』
に
は
「
同
（
寛
永
）
四
卯
年
伏
見
角
倉
主
馬
屋
敷
御
買
入
」
と
す
る
屋
敷
も
存
在
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
が
、
場
所
の
特
定
は
で
き
て
い
な
い
。

10 

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵　

図
四
二
六
。

11
「
内
藤
紀
伊
守
正
信
」
は
「
信
正
」
、
「
山
口
駿
河
守
直
之
」
は
「
直
友
」
の
誤
記
で
あ
る
。

12
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
卷
三
百
二
十
八
（
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
６　

続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和

三
十
九
年
。
）

13
『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
で
「
應
倫
」
と
す
る
直
友
の
入
道
号
は
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
「
惠
倫
」
と
し
、

『
台
德
院
殿
御
實
紀
』
で
元
和
五
年
八
月
条
に
み
ら
れ
る
伏
見
城
番
兼
伏
見
町
奉
行
へ
の
就
任
は
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
で
は
元
和
六
年
と
す
る
な
ど
、
両
書
の
記
載
に
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　

山
口
直
友
・
直
堅
の
来
歴
は
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
卷
二
百
四
十
六
（
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
４　

続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和
三
十
九
年
。
）
所
収
。

14 

宮
上
茂
隆
「
中
井
一
族
の
築
城
の
系
譜
か
ら
探
る
二
度
移
築
さ
れ
た
慶
長
度
天
守
」
（
『
歴
史
群
像　

名
城

シ
リ
ー
ズ
⑪　

二
条
城
』
学
習
研
究
社　

一
九
九
六
年
。
）

15 

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
・
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
・
読
売
新
聞
社
・
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー

ズ
編
『
江
戸
東
京
博
物
館
開
館
20
周
年
記
念 

二
条
城
展
』
（
京
都
市
・
読
売
新
聞
社
・
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
メ
デ
ィ

ア
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ　

二
〇
一
二
年
）

16 

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵　

図
二
三
二
。

17 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
。
こ
の
史
料
は
藤
井
譲
治
氏
よ
り
ご
教
示
賜
っ
た
。
文
中
の
「
／
」
は
改
行

を
表
す
。
筆
者
加
筆
。

18 

新
修
名
古
屋
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
三
巻　

名
古
屋
市　

平
成
十
一
年
。

19 
徳
川
美
術
館
所
蔵
「
寛
永
六
年
正
月
、
原
田
右
衛
門
の
処
分
に
つ
き
土
井
利
勝
よ
り
竹
腰
正
信
宛
書
状
」

（
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史
』
資
料
編
21　

近
世
７　

領
主
１　

愛
知
県　

平
成
二
十
六
年　

所
収
。
）

註１
（
公
財
）
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
第
一
〜
第
四　

八
木
書
店
古
書

出
版
部　

二
〇
一
五
年
〜
二
〇
一
九
年
。

２ 

堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
巻
〜
第
十
七
巻
・
総
目
録
（
復
刻
版
）　

名
著
出
版　

昭
和
四
十
五
年
〜

昭
和
四
十
七
年
。

３ 

関
連
記
事
が
所
収
さ
れ
る
の
は
、
黒
坂
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
体
系 

德
川
實
紀
』
第
二
篇　

吉
川
弘
文

館　

昭
和
五
年
。

４ 

堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
巻
（
復
刻
版
）　

名
著
出
版　

昭
和
四
十
五
年
。

５ 

元
和
六
年
〜
寛
永
元
年
の
自
筆
日
次
記
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
（
元
和
九
年
六
月
分
ま
で
は
『
図
書
寮
叢
刊 

九
条
家
歴
世
記
録
』
第
四
巻
所
収
）
（
注
釈
及
び
引
用
は
、
及
川
亘
「
元
和
九
年
将
軍
父
子
上
洛
関
係
記
録

記
事
抄
」
﹇
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一
〇
ー
二
『
将
軍
父
子
上
洛
と
将
軍
宣
下
の
政
治

社
会
史
的
研
究
』
二
〇
〇
七
〜
二
〇
一
〇
年
度 

科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書　

山
口
和
夫
（
研
究
代
表
）
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
集
・
発
行　

二
〇
一
一
年
。
﹈
よ
り
引
用
。
）

６ 

壬
生
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
（
注
釈
及
び
引
用
は
、
前
掲
注
（
５
）
参
照
。
）

７ 

自
筆
本
・
醍
醐
寺
蔵
。
（
注
釈
及
び
引
用
は
、
前
掲
注
（
５
）
参
照
。
）

８ 

前
掲
注
（
１
）
に
お
け
る
注
釈
で
は
、
元
和
九
年
七
月
八
日
の
「
御
發
駕
」
を
「
義
直
上
洛
に
つ
き
名
古
屋
發
駕
」

と
す
る
。

９ 

和
歌
山
県
立
博
物
館
・
和
歌
山
市
立
博
物
館
編
『
徳
川
家
入
国
４
０
０
年
記
念
特
別
展 

徳
川
頼
宣
と
紀
伊

徳
川
家
の
名
宝
』　

和
歌
山
県
立
博
物
館
・
和
歌
山
市
立
博
物
館　

二
〇
一
九
年
。

く
ま
で
も
想
像
の
範
疇
と
し
て
、
公
儀
普
請
・
作
事
に
関
す
る
不
祥
事
や
不
慮
の
事

故
・
不
測
の
事
態
と
い
っ
た
類
も
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
答
え
を
導
き

出
す
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
本
史
料
の
行
間
か
ら
は
こ
う
い
っ
た
些
事
も
類
推
で
き

る
た
め
、
興
味
深
い
史
料
と
い
え
よ
う
。
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追
記　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
同
僚
の
木
村
慎
平
・
種
田
祐
司
・
堀
内
亮
介
各

氏
及
び
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
員
の
藤
田
英
昭
氏
に
ご
助
言
賜
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
准
教

授
の
及
川
亘
氏
、
石
川
県
立
博
物
館
館
長
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
の
藤
井
譲
治
氏
よ
り
、
史
料
の
提

供
及
び
ご
教
示
賜
っ
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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